
  

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
特
定
相
談
支

援
事
業
者
の
指
定
等
及
び
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
が
い
児
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

半
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久 

世 

孝 
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半
田
市
規
則
第
四
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
特
定

相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
及
び
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
が
い
児
相
談
支
援
事
業
者
の

指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
特
定
相
談
支

援
事
業
者
の
指
定
等
及
び
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
が
い
児
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
二
十
四
年
半
田
市
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
 

第
二
条
第
一
項
中
「
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
・
指
定
障
が
い
児
相
談
支
援
事
業
所
指
定
申
請
書
（
様

式
第
一
）
」
を
「
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
中
「
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
所
・
指
定
障
が
い
児
相
談
支
援
事
業
所
変
更
届
出
書
（
様
式
第

二
）
」
を
「
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
」
に
、
「
様
式
第
三
」
を
「
別
記

様
式
」
に
改
め
る
。 

様
式
第
一
、
様
式
第
二
及
び
参
考
様
式
一
か
ら
参
考
様
式
十
ま
で
を
削
り
、
様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。 

 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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